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 国際機構の権限は、その設立文書（constitutive instrument あるいは constituent instrument。

「基本文書 basic instrument」と言うこともある）により明示的・黙示的に与えられたものに

限られる。これまでに幾つも例を見てきたように、その権限の中には国際法規範定立の

要素を持つものが含まれることが通例である。 
 例が多いのは、国際機構による条約作成である。国連の場合、憲章 13 条 1 項(a)によ

り国際法の法典化と漸進的発達 1が総会の権限とされており、国連の様々な機関が種々

の条約作成を担当している。その代表例が国際法委員会(ILC)であり、また、商事法・経

済法分野に限定してではあるが、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)である（いずれ

も総会の補助機関）。条約作成は ILC や UNCITRAL のような常設機関が担当しなければ

ならない理由はなく、特定の条約について ad hoc の機関が設置されることも多い（例、

国連事務局法務部法典化課が事務を担当する機関のリスト）。国連以外では ILO などの専門

機関が条約作成を行っているのは既に見た。地域的国際機構では、ヨーロッパ評議会（外

務省サイト）が多くの条約作成を行っている 2。もちろん、条約の場合、諸国は当該条約

に参加しない限り、その拘束を受けない。その意味で、条約作成は「立法」作業ではな

い。 
 他方、国際機構の活動には立法的要素を含むものもある。まず、機構の内部事項につ

いては、機構自身が立法を行わないと、機構が機能し得ない。明示的に定められている

場合（例、国連憲章 21 条、22 条、29 条、30 条）は当然として、そうでない場合にも黙示

的権限が認められることはあり得る。たとえば、国連憲章 97 条以降は職員（国際公務員）

の地位・待遇に関する規則を定める権限について何も語っていないが、そのような規則

がなければ事務局が機能するはずもなく、実際には、既に触れた職員規則が定められて

いる。このような規範の拘束力の根拠は当該国際機構の設立文書に求められる。そこで、

設立文書に由来する法という意味で、派生法(droit dérivé)あるいは二次法(secondary law)
と呼ばれることがある。 

 機構それ自体以外の主体（典型的には国家）を拘束する規範を定立する権限を有する機

構もある。国連安全保障理事会の憲章 41 条・42 条の下での措置がその典型例である（拘

束力の根拠は憲章 25 条）。たとえば、北朝鮮に対する制裁措置は、特定の物品の輸出禁止

など、様々な規範を設定している。 
 なお、立法について極めて特殊な制度を有するのがヨーロッパ連合(EU)である（参照、

EU の通常立法手続）。 
 
 

                                                        
1 「法典化」「漸進的発達」については国際法第一部で学ぶ。 
2 ヨーロッパ評議会(the Council of Europe)はヨーロッパ連合(the European Union)とは別の国際機

構であり、したがって当然ながら、EU の機関であるヨーロッパ理事会(the European Council)や
EU 理事会(the Council of the European Union)とは全く異なる。 

http://www.un.org/en/charter-united-nations/
http://legal.un.org/ilc/
http://www.uncitral.org/uncitral/en/about_us.html
http://legal.un.org/committees/
http://www.coe.int/web/portal/home
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ce/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ce/
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list
http://ask.un.org/faq/14455
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/decision-making/ordinary-legislative-procedure/
http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/
http://www.coe.int/en/web/about-us/do-not-get-confused
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課題１ 

 
 その他にも、WHO（WHO 憲章 22 条）・ICAO（シカゴ条約 37 条、54 条 1 項、90 条(a)）・

OECD（OECD 条約 5 条(a)）など、「立法」権を有するとされる例はある。ただ、これらを

「立法」という語で表現するのは適切でないようにも思われる。どう考えるべきか。 
 また、このうち ICAO については、国連により作成されたテロ関連条約の中に関連す

るものがいくつかある。たとえば、1971 年の民間航空の安全に対する不法な行為の防

止に関する条約（モントリオール条約）の 13 条を見れば、それが ICAO と何らかの関

係を有することがわかる。では、どのような場合に条約という形式が採用され、どのよ

うな場合にシカゴ条約の上記規定に基づく「立法」が用いられるのだろうか。 
 
課題２ 

 
 9.11 テロを受けて、国連安全保障理事会は決議 1373 (2001)を採択した。また、それを

さらに詳細化したような決議 1540 (2004)も採択している。これらは、安保理による「立

法」の例とされることもある。どのような意味において「立法」なのだろうか。また、

安保理が「立法」する権限は何に根拠づけられるのだろうか 3。上記決議 2 つを読みな

がら考えてみよう。 
 
 
課題３ 

 
 国連憲章 27 条 3 項の規定振りにも拘わらず、常任理事国の 1 つまたは複数が投票に

おいて棄権し、しかしながら決議 4が採択される、という例は少なくない 5。 
 この実行は、憲章 27 条 3 項の文言には合わない（どうして合わないか、考えてみる）6。

では、常任理事国の棄権がありながら採択されたこれまでの決議は全て無効なのだろう

か。そうではなく、有効に採択されたのだとすれば、27 条 3 項はどう理解すれば良い

                                                        
3 詳しくは、村瀬信也（編）『国連安保理の機能変化』（東信堂、2009 年）、浅田正彦「安保理

決議 1540 と国際立法」国際問題 547 号（2005 年）35 頁。 
4 27 条 2 項にいう「手続的事項 procedural matters」に関する決議は除く。 
5 その具体例は、国連安保理実行録(Repertoire of the practice of the Security Council)の Provisional 
Rules of Procedure の H. Voting, 3. Abstention, non-participation and absence in relation to Article 27 (3) 
of the Charter に”voluntary abstention”として掲載されている。さらに、内田久司「安全保障理事

会の表決における棄権と欠席（一）（二・完）」東京都立大学法学会雑誌 10 巻 1 号（1969 年）1
頁、11 巻 2 号（1971 年）103 頁。 
6 なお、条約解釈については、国際法第一部で学んでいるところではあるが、よく理解してい

ないのであれば酒井啓亘（ほか）『国際法』（有斐閣、2011 年）第 4 編第 1 章を読んでおくこ

と。 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
http://www.icao.int/publications/Pages/doc7300.aspx
http://www.oecd.org/general/conventionontheorganisationforeconomicco-operationanddevelopment.htm
http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml
http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB03080203
http://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/SB03350774
http://www.un.org/en/sc/repertoire/rules/overview.shtml#rule8
http://www.un.org/en/sc/repertoire/rules/overview.shtml#rule8
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のだろうか。憲章 27 条 3 項は、改正手続（108 条、109 条）によらずに改正されてしまっ

たのだろうか。 
 国際司法裁判所は、ナミビア勧告的意見（1971 年）において、そこで問題となった安保

理決議について常任理事国の棄権を理由に決議の有効性を争った南アフリカの見解に

ついて、次のように述べた。勧告的意見全文は国際司法裁判所サイトで利用でき、この

意見に関する日本語解説は判例集に掲載されている。 
 

 
 
 国連事務局法務部は、1991 年 1 月 22 日付の事務総長宛の意見書(memorandum)におい

て、上記勧告的意見の上記部分に触れ、以下のように述べた。文中の“I”は法律顧問(the 
Legal Counsel)である。 
 

 

 (Source: United Nations Juridical Yearbook, 1991, pp. 290-291) 
 
 この、“a de facto modification”とはどういうことだろうか。法律顧問は de facto と述べ

ているが、法的にはどう説明すればいいのだろうか。 
 

以上 

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=a7&case=53&code=nam&p3=4
http://legal.un.org/ola/
http://legal.un.org/ola/legal_counsel.aspx
http://legal.un.org/ola/legal_counsel.aspx
http://legal.un.org/unjuridicalyearbook/

